
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント 重要事項説明書 

 

１．事業所の概要 

 

２．サービスの提供について 

 

３．事業所の職員体制 

 

４．事業の目的・運営方針 

（１）事業の目的 
   介護予防支援等に関する知識を有する担当職員が要支援状態にある高齢者に対 

し、適切な介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント（以下「介護予防支援等」
という。）を提供することを目的とします。 

（２）運営方針 
   利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよ

うに配慮し、適切な介護予防支援等を提供します。 
介護予防支援等の提供にあたっては、公正・中立を遵守し、関係機関や多職種 
との連携を図るよう努めます。 

 この「重要事項説明書」は、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護
予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」第４条の規定に基
づき、ご利用者にあらかじめ説明しなければならない内容を示したものです。

 事 業 所 名 下妻市地域包括支援センター
 事 業 所 番 号 ０８０１００００１９
 

所 在 地
下妻市本城町三丁目１３番地 
（下妻市役所 長寿支援課内）

 連 絡 先 TEL．０２９６（４３）２１１１ 
FAX．０２９６（３０）００１１

 管 理 者 伊澤 勝也
 法 人 代 表 者 下妻市長  菊 池 博

 営 業 日 月～金（祝祭日、年末年始は休み）
 営 業 時 間 午前８時３０分～午後５時１５分
 サービス提供実施地域 下妻市全域

 職 種 職務内容
 管 理 者 センターの統括
 保 健 師

高齢者の総合相談支援、権利擁護 
包括的・継続的ケアマネジメント支援 
介護予防ケアマネジメント 
請求事務、庶務         等

 社 会 福 祉 士
 主任介護支援専門員
 介護支援専門員
  事務職員（兼務）



５．提供する介護予防支援等の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．介護予防支援等を提供する事業所 

 

 

７．サービスの利用料及び利用者負担 

（１）料金 
センターが行う介護予防支援等に対しては、ご利用者の負担はありません。 
ただし介護予防支援について、介護保険料の滞納等により法定代理受領ができな
い場合、一旦下記の１ヶ月あたりの料金を利用者が支払った上で、サービス提供
証明書を発行することになります。サービス提供証明書を後日、市担当窓口に提
出されますと、払い戻しを受けることができます。 
 
＊介護予防支援・原則的な介護予防ケアマネジメントの利用料金 

月額                      ４，５１２円 
初回加算                    ３，０６３円 
委託連携加算                  ３，０６３円 

 
＊簡略化した介護予防ケアマネジメントの利用料金 

月額                      ２，１９５円 
初回加算                    ３，０６３円 
委託連携加算                  ３，０６３円 

 
 
 
 
 

 支援の内容 提供方法
 ①介護予防ケアプランの作成

別紙契約書に掲げる内容
を参照してください。

 ②介護予防サービス事業者等との連絡調整
 ③サービス実施状況の把握、評価
 ④利用者状況の把握
 ⑤給付管理
 ⑥要介護認定等の申請に対する協力援助
 ⑦相談業務

 
事業所の名称   下妻市地域包括支援センター

 
所 在 地     下妻市本城町三丁目１３番地

 
担当者名      電 話 ０２９６－４３－２１１１



（２）その他の費用 
＊申請代行料  

要支援認定等の申請代行にかかる費用について負担はありません。 
＊解 約 料 

解約にかかる費用負担はありません。 
   ＊交 通 費 
     センター職員がサービス提供地域を超え訪問・出張する場合には、その交通

費（実費）の支払いが必要となることがあります。 
 

８．入院時における医療と介護の連携 

   利用者は、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、計画作成担当者の氏 
名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えていただくことになります。 
 

９．指定介護予防サービス事業所等の紹介等 

    利用者は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供を受けるに当たり、
複数の指定介護予防サービス事業所等の紹介を求めることができます。また、該当 

   事業所を介護予防ケアプランに位置づけた理由についても求めることができます。  
 

１０．プライバシーの保護 

  センターは、利用者にサービスを提供するうえで知り得た情報は、契約期間中はも
とより、契約終了後においても、決して第三者に漏らすことはありません。 

  また、利用者やその家族に関する個人情報が含まれる記録物に関しては、管理者の
注意をもって管理を行い、処分の際にも漏洩の防止に努めます。 

 

１１．相談・苦情等の窓口 

介護予防支援等に関する相談・苦情等について 

 
 
 

 

下妻市地域包括支援センター

所 在 地  下妻市本城町三丁目１３番地 
      （下妻市役所長寿支援課内） 
電 話 番 号  ０２９６－４３－２１１１ 
受付時間  ８：３０～１７：１５（月～金曜日）

 
【市の窓口】 

下妻市役所（長寿支援課）

所 在 地  下妻市本城町三丁目１３番地 
電話番号  ０２９６－４３－２１１１ 
受付時間  ８：３０～１７：１５（月～金曜日）

 

【公共団体の窓口】 
茨城県国民健康保険団体連合会

所 在 地  水戸市笠原町９７８番地２６ 
      （茨城県市町村会館内） 
電話番号  ０２９－３０１－１５６５ 
受付時間  ８：３０～１７：１５（月～金曜日）



 
 
令和  年  月  日 

説明者  下妻市本城町三丁目１３番地 
                   下妻市地域包括支援センター 

指定介護予防支援事業所 
 

              氏 名                 

 


